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製　品　名 取　組　状　況（法改正後の主要措置）
１．紙製容器包
装及びプラス
チック製容器
包装

１． 表示率
　紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の利用等をしている主要業界団体における取り組み状況について、調査した結果、実施率に差はあるものの、現在までに、ほぼ全ての業界団体
において、識別表示の取り組みに着手していることが確認された（別紙参照）。
　また、全国３地域（東京、名古屋、京都）の各種小売店（百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等）の店頭において販売されている商品について識別表示の実施状況の実
態調査を平成１３年１０月に実施した結果を以下に示す。

　

２． 表示率向上のために取り組んだ事例
　経済産業省では、パンフレット、新聞、テレビ及びラジオによる広報活動のほか、セミナー、各種説明会等を開催するなど、識別表示に係る普及啓発活動を推進しているところ。
　なお、別紙に示すとおり、複数の業界団体において「容器包装識別表示ガイドライン」を策定。

合計
「紙」表

示
あり

｢プラ｣表
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どちらか
あり

商品総数
表示割合

(%)

食品 597 1,456 1,670 3,356 49.8%
清涼飲料 81 211 239 487 49.1%
酒類 45 47 47 325 14.5%
油脂 65 170 199 403 49.4%
医薬品 3 2 4 221 1.8%
化粧品 130 261 339 890 38.1%
文具 13 32 40 216 18.5%
玩具 37 44 45 200 22.5%
衣料 80 78 85 468 18.2%
その他 26 114 125 476 26.3%
合計 1,077 2,415 2,793 7,042 39.7%

（経済産業省調べ）





３

製　品　名 取　組　状　況（法改正後の主要措置）
２．塩化ビニル
製建設建材

（１） 硬質塩化ビニル製の管
    ①表示率
　　　　塩化ビニル管・継手協会会員会社１１社及び賛助会員であるリサイクル協力会社５社は平成１３年１０月より塩ビ管に材質表示を実施している。
    ②業界として表示率向上のために取り組んだ事例
　　　  平成１３年１０月１８日に開催された塩化ビニル管・継手協会の環境委員会で、協会会員全社が資源有効利用促進法で定められた表示を開始したことを確認した。

（２） 硬質塩化ビニル製の雨どい
    ①表示率
　      硬質塩化ビニル製の雨どい  ５％
    ②業界として表示率向上のために取組んだ事例
        硬質塩化ビニル製の雨どいへの表示方法について、塩ビ雨樋協会では統一的な表示指針の検討を開始した。

（３） 硬質塩化ビニル製の窓枠
　　①用途別表示率
        100％
　　　 ・表示実施者：平成 13 年度（財）日本サッシ協会・プラスチックサッシ工業会会員１２企業

・ 表示対象製品：平成 14年 4 月 1 日以降の出荷製品
    ②業界として表示率向上のために取り組んだ事例
　　　  プラスチックサッシ工業会と（社）日本サッシ協会との合同で取り組むリサイクルWG において表示位置などを決定し、本年 4 月 1 日から実施を開始した。
　　　  また、平成 14年度プラスチックサッシ工業会に、輸入塩ビ製サッシ販売会社である「㈱野原プラスト」ならびに「ジェルドイン」に加盟した。
    ③今後講じる措置など
　　　  「㈱野原プラスト」ならびに「ジェルドイン」に主旨を理解いただき材質表示の推進を勧める。

（４） 塩化ビニル製の床材
    ①表示率
        現在表示は実施されていない。
        これまでラベルによる表示をすることとしていたが、技術的検討を行った結果、製品により、印刷、刻印による表示が可能となったことから、省令を改正し、印刷、刻印による表
      示を追加することとなった。
        これにより、平成１５年４月１日以降の製造から表示を開始する。

（５） 塩化ビニル製の壁紙
    ①表示率
　      現在表示は実施されていない。
　      壁紙への表示は、厚さの薄い商品性質と機能上、単なる裏面印刷では解体、リフォームの際、剥がされた壁紙裏面に表示が識別しにくいことが考えられる。また、色の濃い印刷を
      したのでは、表面に印字が見える恐れがあったので、剥がした後でも識別しやすいように蛍光着色剤の使用（日本ビニル工業会・ビニル建装部会として特許実施契約を締結）するこ
      ととした。

      ※ 蛍光着色剤を使用した印刷は裏紙を剥がした後でも、ブラックライトの照射で明白に識別できる。
（６） 
    ②業界として表示率向上のために取組んだ事例
　　　  日本ビニル工業会・ビニル建装部会では、(1)に記載した表示方法の性質上、製紙メーカーに印刷（蛍光着色剤配合）を依頼することが主体となるため、本年５月、ビニル壁紙メー
      カーが原材料購入先である製紙メーカー（１０社）を対象に、資源有効利用促進法の概要、表示に関する裏面印刷の目的、方法、特許実施権契約と特許内容の内容・情報開示につい
      て資料配布、説明を行なった。
　      今後のスケジュールとしては、平成 15 年の春の各社見本帳発行に目標を定め、在庫や製造のタイムラグを考えて、製紙メーカー段階では、遅くとも平成 15 年１月抄造分からは全
      て裏面印刷完了することとした。



４

製　品　名 取　組　状　況（法改正後の主要措置）

１．表示率

電　　池　　名 表示率（％） 備　　　　　　　　　考

ニカド電池 ９５ 　但し、電池メーカー直接販売分
ニッケル水素電池 ９０ 　但し、電池メーカー直接販売分

リチウムイオン電池 ８５ 　但し、電池メーカー直接販売分
小形シール鉛畜電池 １００ 　但し、国内５社の国内生産、輸入分

３．密閉型畜電
池

注１） 業界として把握できていないので、各該当電池メーカにヒアリング
注２） ニカド電池以外は、平成 15 年 3月 31日までの猶予期間がある。

２．表示率向上のために取り組んだ事例
　　「小形充電式電池の識別表示ガイドライン」の改訂


